
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

「もしかしたら虐待かも？」と思ったら           

迷わず高齢者なんでも相談室へ相談・通報をお願いします！！ 
生活 

圏域 名称 住所・電話番号 担当地域 

－ 
野田市地域包括支援課 

高齢者なんでも相談室 

野田市鶴奉 7-1 
市役所地域包括支援課内 

7199-2866 

●全地区 

市内の各高齢者なんでも相談室の総合調整及び後方支援を行います。 

なお、一般の方からのお問合せやご相談もお受けしています。 

中
央
・
東
部 

野田市中央 

高齢者なんでも相談室 

野田市野田 1307-1 

ふれあいの里内 

7136-2301 

●中央地区 

野田、上花輪、中野台、清水、堤台、中野台鹿島町、上花輪新町、清

水公園東一丁目・二丁目、桜の里一丁目～三丁目、つつみ野一丁目・

二丁目 

野田市東 

高齢者なんでも相談室 

野田市鶴奉 280 

鶴寿園内 

7157-2750 

●東部地区 

目吹、金杉、鶴奉、柳沢、宮崎、横内、中根、大殿井 

南
部
・
福
田 

野田市南第１ 

高齢者なんでも相談室 

野田市山崎 2723-3 

椿寿の里内 

7123-7066 

●南部地区（一部を除く） 

山崎、今上、桜台、山崎貝塚町、山崎梅の台、みずき一丁目～四丁目、

桜木、山崎新町 

野田市南第２ 

高齢者なんでも相談室 

野田市木野崎1561-1 

木野崎病院内 

7128-7627 

●南部地区（一部） 

花井、堤根、花井一丁目 

●福田地区 

下三ケ尾、三ツ堀、瀬戸、瀬戸上灰毛、木野崎、上三ケ尾、二ツ塚、

西三ケ尾 

北
部
・
川
間 

野田市北 

高齢者なんでも相談室 

野田市中里 43-3 

松葉園内 

7128-0113 

●北部地区 

岩名、五木、谷津、吉春、蕃昌、座生、五木新田、七光台、岩名一丁

目・二丁目、五木新町、春日町、谷吉、泉三丁目、光葉町一丁目～三

丁目 

●川間地区 

船形、中里、尾崎、東金野井、長谷、小山、莚打、日の出町、尾崎台、

泉一丁目・二丁目 

関
宿 

野田市関宿 

高齢者なんでも相談室 

野田市桐ケ作 666 

関宿ﾅｰｼﾝｸﾞﾋﾞﾚｯｼﾞ内 

7196-5588 

●関宿地域 

関宿台町、関宿江戸町、関宿町、関宿元町、関宿内町、関宿三軒家、

関宿台町番外、関宿町番外、平成、平井、東宝珠花、次木、親野井、

古布内、桐ケ作、柏寺、新田戸、中戸、東高野、西高野、関宿江戸町

飛地、関宿元町飛地、はやま、中戸谷津、なみき一丁目～四丁目、木

間ケ瀬、岡田、丸井、岡田新田、木間ケ瀬新田 

 
これって虐待？ まずは連絡！！ 

高齢者虐待 
あなたの発見により虐待を防ぐことができます。 

虐待を受けている高齢者や介護に疲れた家族等の「サイン」を見逃さないことが 

虐待を防ぐ第一歩となります。相談者の秘密は厳守します。安心してご相談ください。 

 



 

高齢者虐待を防ぎましょう！！ 
虐待という言葉から暴力などを想像しますが、「高齢者虐待防止法」では、高齢者の人権や権利

を守ることが目的で、養護者（高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等）を罰則するこ

とを目的としているものではありません。 

野田市虐待防止条例施行～虐待のない社会を実現するために～  

市、関係機関、養護者等、施設等関係者、関係団体及び地域社会がその責務及び役割を果たし、

連携し、市民の生命及び安全で安心な生活を守るとともに、虐待防止に対する意識を保つこと

を規定しています。 

 

高齢者にみられるサイン 
□  不自然な痣がある 
□ 「怖いから家にいたくない」など訴えがある 
□  本人が希望しているのに必要な医療や介護が受けられていない 
 
養護者にみられるサイン 
□  高齢者を何回も怒鳴る、しつけと言って叩く 
□  介護疲れがみられる 
□  高齢者の年金等を養護者が使用している 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
介護をされているご家族（同居者）の方へ 
介護に疲れて、追い詰められていませんか？ 

介護に一生懸命になりすぎて怒鳴ったり、手をあげたりしてしまうことはありませんか？ 

一人で悩まず、まずはご相談ください。 

身体的虐待 
●殴る、つねる、蹴る、やけど、打撲させる 

●ベットに縛りつけたりする身体拘束 など 介護の世話の放棄・放任 
(ネグレクト) 

●入浴させず異臭がしたり、汚れている 

●水分や食事を十分に与えあれていない  

●適切な医療や介護を受けさせない など 
心理的虐待 

●怒鳴る、ののしる、悪口を言う 

●子ども扱いする 

●排泄の失敗を笑う    など 経済的虐待 
●生活費を渡さない、使わせない 

●年金や預貯金を本人の意思や利益に反して

使用する             など 

性的虐待 
●排泄の失敗に対する罰として、下半身を裸

にして放置する 

●わいせつな行為をしたり、強要する など 

５つの虐待の種類 

http://2.bp.blogspot.com/-HaS7Qg7DArg/WR6ntnzoP-I/AAAAAAABEV4/FXMtUAEQOmcQfaDMWGR_qs0JEwctPTxSQCLcB/s800/keirou_ojiichan_smile2.png

